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２０１７．７ 人口と世帯　２９年７月３１日現在

総人口 ９５９人
　　男 ４６９人
　　女 ４９０人
世帯数 ４１７世帯

１８１

７月号の主な内容

　７月９日（日）に、喬木村で
行われた飯伊消防技術大会に
第１分団が出場しました。
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６
月
定
例
会

　
　
　

年
度
一
般
会
計
予
算
等

２９

６
議
案
に
つ
い
て
審
議

　

６
月　

日
に
６
月
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
、

１５

次
の
と
お
り
で
す
。

議会だより
報

告

事

項

◆
平
成　

年
度
根
羽
村
一
般
会
計

２８

繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

◆
根
羽
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　

国
の
法
律
等
の
改
正
に
伴
い
条

例
の
制
定
及
び
改
正
が
さ
れ
ま
し

た
。

条　

　

例

◆
平
成　

年
度
根
羽
村
一
般
会
計

２９

補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

茶
臼
山
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
看
板

制
作
等
に
よ
り
、
一
千
三
百
万
六

千
円
を
追
加
し
、
総
額
二
十
一
億

一
千
五
百
十
二
万
九
千
円
余
と
な

り
ま
し
た
。

◆
平
成　

年
度
根
羽
村
国
民
健
康

２９

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

補

正

予

算

　

国
民
健
康
保
険
制
度
改
正
に
係

る
費
用
で
、
１
５
６
６
万
７
千
円

を
追
加
し
、
総
額
１
億
３
３
５
６

万
７
千
円
余
と
な
り
ま
し
た
。

◆
平
成　

年
度
根
羽
村
介
護
保
険

２９

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

制
度
改
正
に
よ
る
事
業
の
振
替

等
に
よ
り
、
４
７
３
万
９
千
円
を

追
加
し
、
総
額
１
億
９
５
７
３
万

９
千
円
余
と
な
り
ま
し
た
。

◆
監
査
委
員
の
選
任

　

新
た
に
小
川
、
片
桐
康
孝
さ
ん

が
学
識
経
験
者
と
し
て
選
任
さ
れ

ま
し
た
。

◆
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
命

　

農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ

い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

人　

事

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
よ
り
、
こ
の
７
月　

日
２０

か
ら
新
体
制
で
農
業
委
員
と
し
て

ご
尽
力
い
た
だ
く
方
々
を
ご
紹
介

し
ま
す
。 

（
敬
称
略
）

　

原　
　

伸
一　

上
町
区

　
　

根
羽
村
商
工
会

　

以
上
７
名
の
方
が
農
業
委
員
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。

　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
利
用
の

最
適
化
の
推
進
を
図
り
、
農
地
法

等
に
よ
る
業
務
並
び
に
担
い
手
へ

の
農
地
集
積
･
集
約
化
、
耕
作
放

棄
地
の
発
生
防
止
･
解
消
、
新
規

就
農
･
新
規
参
入
の
支
援
等
、
農

業
に
関
す
る
活
動
を
進
め
ま
す
。

　

な
お
、
農
地
利
用
状
況
・
利
用

意
向
調
査
に
関
し
ま
し
て
、
今
年

度
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

永
年
に
わ
た
り
人
権
擁
護
委
員

と
し
て
、
国
民
の
人
権
擁
護
と
人

権
思
想
の
普
及
高
揚
に
ご
尽
力
さ

れ
た
功
績
と
し
て
、
法
務
大
臣
よ

り
感
謝
状
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

原　

小
夜
子
さ
ん
は
、
平
成　
２４

年
４
月
か
ら
３
期
に
わ
た
り
人
権

擁
護
委
員
と
し
て
活
躍
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
が
所
有
し
て
い
る
農
地

の
売
買
・
相
続
・
賃
借
等
に
関
す

る
契
約
等
を
行
う
場
合
は
、
農
業

委
員
会
の
許
可
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
農
地
に
関
す
る
ご
相
談

は
農
業
委
員
会
ま
で
ご
連
絡
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

農
業
委
員
会
か
ら

の
お
知
ら
せ

新
体
制

農
業
委
員
の
任
命

員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
法
務
大
臣
よ

り
委
嘱
さ
れ
、
国
民
の
基
本
的
人

権
で
あ
る
生
命
、
自
由
及
び
幸
福

追
求
な
ど
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、
人
権

事
件
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
の
救
済

の
た
め
に
相
談
や
調
査
な
ど
を
行

い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
人
権
問
題
で
お
悩
み
の
方

は
特
設
相
談
所
ま
た
は
長
野
地
方

法
務
局
飯
田
支
局
で
も
毎
週
火
曜

日
と
金
曜
日
に
相
談
所
を
開
い
て

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

原　

小
夜
子
さ
ん

法
務
大
臣
感
謝
状
受
賞

　

田
島
の
原
小
夜
子
さ
ん
に
か
わ

り
、
今
年
７
月
１
日
よ
り
上
町
の

石
原
美
穗
子
さ
ん
が
人
権
擁
護
委

新
人
権
擁
護
委
員
に

石
原
美
穗
子
さ
ん

地
区
推
薦

　

北
洞　
 

桐　

貴
伸　

横
旗
区

　

中
央　

熊
谷　

義
幸　

大
畑
区

　

東
洞　

石
原　

理
好　

黒
地
区

　

南
洞　

三
宅　

克
久　

田
島
区

　

西
洞　

藤
城　

幸
蔵　

小
栃
区

団
体
推
薦

　

宮
本　

正
美　

小
川
区

　
　

農
事
組
合
法
人
ね
ば
ね
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平
成　

年
６
月
１
日
に
開
催
さ

２９

れ
た
「
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
」
で
今
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
た
結
果
、

平
成　

年
度
の
税
率
は
前
年
と
同

２９

率
と
す
る
こ
と
が
答
申
さ
れ
ま
し

た
。

　

村
長
は
答
申
を
尊
重
し
据
え
置

く
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
国
保
税
率
等
は
表
の

と
お
り
で
す
。

国民健康保険税率表

平等割均等割資産割所得割内　訳

１１,５００円１３,０００円１２.２０%２.６６%医療費分

４,５００円５,７００円９.８０%０.９４%
後期高齢者
支援金分

５,５００円７,０００円９.２０%１.０２%介護納付金分

国
民
健
康
保
険
税
の

お
知
ら
せ

地地域域の〈実践知〉と大学の〈研究知〉を融の〈実践知〉と大学の〈研究知〉を融合合した教育プログラムした教育プログラム

「平成29年度地域戦略プロフェッショナル・ゼミ「平成29年度地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」」

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 ４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４ 期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期 受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受 講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集第 ４ 期 受 講 生 募 集 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　信州大学は、文部科学省「地(知)の拠点整備事業」の一環として、平成２６年度から人材育成講

座「地域戦略プロフェッショナル・ゼミ」を開講し、これまで１７０名を越える地域の革新的リー

ダーを輩出してまいりました。本年度の第４期は、過去３年間×３コース（中山間地域の未来

学・芸術文化の未来学・環境共生の未来学）の成果を融合し、一つのコースとして信州各地で全

１８回の講座を開講します。

【講座題目】 「信州の未来学〜地域をつなぐローカル・イノベーター」

【講座期間】 平成２９年９月～平成３０年２月

【募集定員】 最大３０名

【受 講 料】 ２０,０００円(全１８回、教材費・施設使用料等を含む、

 その他交通費・宿泊等の実費は参加者負担)

【申込締切】 ８月１８日(金)

【問合せ先】 信州大学地域総合戦略推進本部

 　℡:０２６３-３７-２０７５　Mail:COCpro@shinshu-u.ac.jp

 　HP:www.shinshu-u.ac.jp/institution/areas/

　

６
月　

日
（
金
）
役
場
集
会
室
で
第

１６

１
回
空
家
対
策
研
修
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
講
師
に
は
名
古
屋
大
学
大
学
院
環

境
学
研
究
科　

高
野
雅
夫
先
生
を
お
招

き
し
て
、
現
在
豊
田
市
を
中
心
と
し
た

様
々
な
取
り
組
み
現
状
と
課
題
を
パ
ワ
ー

ポ
イ
ン
ト
を
利
用
し
て
熱
心
に
説
明
し

て
頂
き
ま
し
た
。
中
で
も
空
家
を
有
効

利
用
し
て
子
育
て
世
代
を
招
き
入
れ
な

い
と
根
羽
村
か
ら
子
供
が
い
な
く
な
る

可
能
性
が
高
い
と
い
う
人
口
推
計
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
る
と
驚
く
人
と
同
時

に
危
機
感
を
持
つ
参
加
者
も
見
え
る
な

ど
と
て
も
貴
重
な
研
修
会
で
し
た
。
先

生
の
講
演
の
後
、
こ
の
３
月
に
根
羽
村

に
埼
玉
県
か
ら
移
住
し
た
山
本
さ
ん
か

ら
移
住
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
お
こ
な

わ
れ
根
羽
村
へ
移
住
を
決
め
た
理
由
、

根
羽
村
の
良
さ
な
ど
村
民
で
は
な
か
な

か
わ
か
ら
な
い
「
村
の
良
さ
」
を
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
今
後
根
羽
村
に
必
要
な
取
り

組
み
は
何
か
話
し
合
い
ま
し
た
。
空
家

対
策
と
移
住
定
住
対
策
が
一
体
と
な
っ

た
取
り
組
み
を
進
め
、
根
羽
村
の
良
さ

を
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
や
仕
事

の
確
保
、
子
育
て
環
境
等
の
充
実
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
意
見

が
出
さ
れ
と
て
も
有
意
義
な
研
修
会
で

し
た
。

　

今
後
も
村
で
は
定
期
的
に
研
修
会
を

開
催
し
て
い
き
ま
す
の
で
是
非
大
勢
の

方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

空
家
対
策
研
修
会
の
開
催
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Ｎ
Ｈ
Ｋ 
Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
で
放

送
す
る
『
に
っ
ぽ
ん
縦
断
こ
こ
ろ

旅
』
で
は
、
俳
優
の
火
野
正
平
さ

ん
が
旅
人
と
な
り
番
組
に
寄
せ
ら

れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
と
に
、
地

元
の
人
々
と
ふ
れ
あ
い
な
が
ら
こ

こ
ろ
の
風
景
を
訪
ね
ま
す
。

　

供
２
０
１
７
秋
の
旅
僑
は
、
信

州
長
野
を
ス
タ
ー
ト
、
鹿
児
島
を

目
指
し
ま
す
！

　

忘
れ
ら
れ
な
い
景
色
、
ず
っ
と

残
し
た
い
ふ
る
さ
と
の
風
景
、
人

生
を
変
え
た
忘
れ
ら
れ
な
い
場
所
、

誰
か
に
そ
っ
と
教
え
た
い
心
の
絶

景
、
大
切
な
人
と
の
出
会
い
の
場

所
な
ど
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
共
に
紹

介
し
て
く
れ
る
お
手
紙
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。
寄
せ
ら
れ
た
風
景

と
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
旅
人
の
ル
ー

ト
を
決
め
ま
す
。

●
長
野
県
内
が
放
送
さ
れ
る
予
定

　

９
月　

日（
月
）～
９
月　

日（
金
）

２５

２９

●
放
送
時
間

　

月
～
金
曜
日：

午
前
７
時　

分
～

４５

　

火
～
金
曜
日：

午
後
７
時
～

応
募
方
法

　

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
電
話
番

号
、
④
性
別
、
⑤
年
齢
、
⑥
思
い

出
の
場
所
、
⑦
場
所
に
ま
つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
載
し
て
、郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
番
組
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
の
い
ず
れ

か
で
応
募
し
て
く

だ
さ
い
。

締
切
日　

８
月　

日
㈪
〈
必
着
〉

１４

応
募
先

　

▼
郵
送

　
　

〒
１
５
０−

８
０
０
１ 

　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
こ
こ
ろ
旅
」
係

　

▼
Ｆ
Ａ
Ｘ

　
　

０
３−

３
４
６
５−

１
３
２
７

　

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.m
h
k
.o
r.jp

　
　
 
   
    
 
 
  
 
 
  
    

/  

k
o
k
o
ro
ta
b
i
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根
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で
は
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日
釣
り
券
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用
の
場
合
、
９
月　

日
ま
で

１５

鮎
の
友
釣
り
を
解
禁
し
て
い
ま
す
。
漁
区
は
親
取
り
場
を
除

く
全
川
で
す
。
冷
水
病
予
防
の
た
め
今
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も
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持
ち

込
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禁
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て
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ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
根

羽
村
に
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育
て
る
会
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
作
業
が
６
月　

日（
日
）

２５

に
行
わ
れ
ま
し
た
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当
日
は
作
業
終
盤
に
小
雨
に
見

舞
わ
れ
ま
し
た
が
、
各
団
体
の
関

係
者
や
一
般
村
民
の
方
な
ど
多
く

の
み
な
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
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山
村
広
場
周
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め
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榊
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、
小
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平
瀬
橋
１
０

０
ｍ
花
壇
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

下
草
刈
り
や
花
壇
手
入
れ
な
ど
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作
業
を
し
て
い
た
だ
き
村
内
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美

化
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
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午
前
中
と
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忙
し
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時
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で
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あ
り
ま
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、
ご
参
加
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た
だ
い
た
み
な
さ
ん
、
ご
協
力
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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　これから夏本番をむかえ、暑熱環境下となる農作業は熱中症（熱射病、熱けいれん、熱まひ）となる恐れが
ありますので、次のことにご注意ください。

１．日中の気温の高い時間帯をなるべくさけて作業を行うとともに、休憩をこまめにとり作業時間等の工夫を
行いましょう。

２．水分をこまめに摂取し（２０分おきに休憩して、毎回コップ１～２杯を目安に！）、汗で失われた水分を十
分に補給しましょう。

３．作業中は、帽子の着用や汗を発散しやすい服装とし、作業場所には日よけを設けるなど、できるだけ日陰
で作業するよう努めましょう。（休憩時には作業着を脱ぎ、手足を露出して体温を下げましょう）

４．屋内では、遮光や断熱材の施工等により、作業施設内の温度が著しく上がらないようにして、風通しをよ
くするなど室内の換気に努めましょう。
　　作業施設内に熱源がある場合には、熱源と作業者との間隔を空けるか、断熱材で隔離して加熱された空気
は屋外に排気しましょう。

５．単独作業は避け、必ず２人以上で行うか、時間を決めてお茶を運びあうなど、定期的に異常がないか確認
しあうようにしましょう。

熱中症が疑われる場合の処熱中症が疑われる場合の処置置
１．暑い環境で体調不良の症状がみられたら、すぐに作業を中断しましょう。

　・手足がしびれる、冷たい。　　　　　　・汗をかかない、体が熱い

　・めまい、吐き気がする。　　　　　　　・体がだるい。

　・頭痛がある。　　　　　　　　　　　　・まっすぐに歩けない。

　・意識の障害がある。

２．応急処置を行ないましょう。

　・涼しい環境へ避難しましょう。

　・服をゆるめて風通しをよくしましょう。

　・水をかけたり、扇いだりして体を冷やしましょう。

　・水分と塩分を補給しましょう。

　・わきの下、両側の首筋、足の付け根を冷やすと効果的です。

３．意識がない場合、自力で水が飲めない場合、応急処置を行なっても症状が良く

ならない場合は、すぐに病院で手当を受けてください。
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１．支給対象　中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方
２．支給額 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度

額以上の場合は、特例給付として月額一律５,０００
円を支給します。（以下、児童手当と特例給付
を合わせて「児童手当等」といいます。）

※「第３子以降」とは、高校卒業まで（１８歳の誕
生日後の最初の３月３１日まで）の養育してい
る児童のうち、３番目以降をいいます。

児童手当制度では、以下のルールを適用します！
１．原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します（留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす
場合は支給対象になります）。

２．父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
３．父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方（父母指定者）
に支給します。

４．児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
５．児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに
支給します。

 １．はじめに行うこと
●認定請求
　お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること（申請）
が必要です（公務員の場合は勤務先に）。
　市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

児童手当の額（１人当たり月額）児童の年齢
一律１５,０００円３歳未満
１０,０００円（第３子以降は１５,０００円）３歳以上小学校修了前
一律１０,０００円中学生

３．支給時期
　   原則として、毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
　　例）６月の支給日には、２～５月分の手当を支給します。
４．保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収すことが可能です。
　※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
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申請は、出生や転入から１５日以内に!

 １５日特例 　児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

　ただし、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から１５日以内であれば、
申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

１．初めてお子さんが生まれたとき

●出生により受給資格が生じた日の翌日から１５日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
　※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく！

【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者（会社員など）の場合　→　健康保険被保険者証の写しなど
○平成２９年５月以降平成３０年４月までに認定請求をする方で、平成２９年１月１日に今の市区町村に住民票のない方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書（平成２８年分）
　この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

　※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。

手続きの方法は…

児童手当制度のご案児童手当制度のご案内内 ～児童手当について　～児童手当について～～
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２．第２子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

●手当額が増額する事由が発生した日の翌日から１５日以内に現住所の市区町村に申請が必要です!

３．他の市区町村に住所が変わったとき

●転入した日（転出予定日）の翌日から１５日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です!

４．公務員になったとき、公務員でなくなったとき

●現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください!
    公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から１５日以内に申請が
必要です。

認定を受けたあと、引き続き児童手当を受けとるためには、毎年６月に現況届の提出が必要です！

３．以下の１～４に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
１．児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
２．同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
３．受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
４．国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者（会社員など）の場合　　　　　　　　　　　　→　健康保険被保険者証の写しなど
○その年の１月１日に今の市区町村に住民登録のなかった方　　　→　前住所地の市区町村長が発行する児童手当用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得証明書（前年分）
　この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
（注）
１．所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方
の限度額（所得額ベース）は、上記の額に当該老人控除対象配偶者また
は老人扶養親族１人につき６万円を加算した額。

２．扶養親族数の数が６人以上の場合の限度額（所得額ベース）は、５人
を超えた１人につき３８万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老
人扶養親族であるときは４４万円）を加算した額。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく
特例給付（児童１人当たり月額一律５,０００円）を支給します。

寄付について
　児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立て
てほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせく
ださい。

２．続けて手当を受ける場合
●現況届（毎年６月に提出）
   ６月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です！
　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一
関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
　※提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

収入額の目安
（万円）

所得制限限度額
（万円）扶養親族等の数

８３３.３６２２.００人
８７５.６６６０.０１人
９１７.８６９８.０２人
９６０.０７３６.０３人
１００２.１７７４.０４人
１０４２.１８１２.０５人

所得制限限度額
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　平成２９年８月１日から次の期間（資格期間）が合計で１０年（１２０か月）以上となる方は、年金を

受け取れるようになります。

◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間

◎船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間

◎年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間（「カラ期間」と呼ば

れる合算対象期間）

資格期間が１０年以上となれば、年金を受け取れるようになりましたねん
きん

これまで

平成 29年 8月 1日～

資格期間が 15年の人資格期間が 15年の人

必要な資格期間 25年

資格期間が 15年の人資格期間が 15年の人

必要な資格期間 10年に短縮

受け取れるよ
うになった！

　主　将： 原  　 　 　  淳 　 也 
はら 　 　 じゅん や

　指揮者： 片 　 桐  　  充 　 貴 
かた ぎり 　 あつ き

　１番員： 鈴 　 木 　　　 裕 
すず き ひろし

　２番員： 安 　 藤 　 清 　 隆 
あん どう きよ たか

　３番員： 佐  々  木 　 邦 　 敏 
さ さ き くに とし

　補　欠： 大  久  保 　 裕 　 貴 
おお く ぼ ゆう き

　補　欠： 小 　 林 　 智 　 雄 
こば やし とも お

選

手

名

簿

注：年金の額は、納付し

た期間に応じて決まり

ます。４０年間保険料を

納付された方は満額受け

取れます。１０年間の納

付では、受け取る年金

額はおおむねその４分

の１となります。

　詳しくは、飯田年金事

務所までお問い合わせく

ださい。（電話：２２−３６４１）
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安

案

按

闇
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森
林
管
理
認
証
（
Ｆ
Ｍ
認
証
）は
、
森
林
経
営
の
持
続
性
や
環
境
保
全
へ
の
配
慮
等
に
関
す
る
一
定

基
準
を
満
た
し
た
森
林
を
認
証
す
る
制
度
で
す
。

　

根
羽
村
で
は
、
愛
知
県
安
城
市
、
明
治
用
水
土
地
改
良
区
、
長
野
県
南
信
州
地
域
振
興
局
、
公
益

社
団
法
人
長
野
県
林
業
公
社
、
及
び
根
羽
村
森
林
組
合
と
共
に
協
議
会
を
設
立
し
、
ほ
ぼ
全
村
域
で

森
林
管
理
認
証
を
取
得
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
国
内
で
は
初
め
て
の
事
例
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
矢
作
川
の
源
流
域
に
位
置
す
る
水
源
林
の
保
全
に
加
え
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
・

適
正
な
森
林
管
理
を
し
つ
つ
、
良
質
な
木
材
等
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。

認証取得者　根羽村ＳＦＭ森林認証協議会（平成２９年５月１日設立）

　　　　　　会　長　根羽村長　大久保　憲一　

　　　　　　会　員　根羽村、安城市(愛知県)、明治用水土地改良区(愛知県安城市)、長野県南信州地域振興局、

　　　　　　　　　　公益社団法人長野県林業公社、根羽村森林組合

認証の状況　根羽村の森林面積の約８６％で取得。会員ごとの内訳は次のとおりです。

面積（森林簿面積：ｈａ）名　称（山林名）会　員

２,６０６.９７村有林根羽村

４７.０７市有林安城市

４２９.７１区所有林明治用水土地改良区

３６５.３２公社造林（公社）長野県林業公社

３,８３３.７４

組合有林
森林組合が長期受託契約を締結し管理し
ている、会社有林、共有林、個人有林、社寺有
林、及び集落有林

根羽村森林組合

１１.３４県行造林長野県南信州地域振興局

７,２９４.１２合　計

根
羽
村
で
森
林
管
理
認
証
を
取
得
し
ま
し
た


